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　それでは、事務局の説明をお願いします。

議 長

　３番　菱田　茂　委員及び、４番　加藤　勝　委員を指名します。

　日程第２「会期の決定」を議題とします。

議 長

　（ 　異議なしの声あり　 ）

　異議なしと認めます。よって本総会の会期は、本日１日限りと決定

本日の出席につきましては、農業委員の出席数は１４人、推進委員

について」を議題とします。

　議案第１号１番につきまして説明いたします。

　議案第２ページをご覧ください、参考資料は１～３ページです。

譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は古道千束

事務局 　（　説　明　）

議 長

議 長 　日程第３　議案第１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請

　周辺の他の土地を利用することが困難なため、転用の許可が見込め

ている区域に近接する区域の農地で、農地区分は第２種農地に区分さ

　一般基準も満たしており、立地基準においては、住宅等が連たんし

地内の田の太陽光パネル設置への転用となっております。

　太陽光発電施設を設置することで、生活費の確保をするとともに、

国策でもある売電事業を行うことで、地域の電力供給に寄与したいと

しました。

議 長

　定足数に達していますので、令和２年度４月あま市農業委員会総会

を開会します。

の出席数は９人です。

　日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。

（　あいさつ　）議 長

　本総会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。

　これにご異議ございませんか。

　本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。

のことです。

れます。

ます。



が添付されております。

　生活環境変化に伴い、不足する駐車場を確保するための申請となって

事務局 　（　説　明　）

　議案第２号１番につきまして説明いたします。

　議案の３ページをご覧ください、参考資料は７～９ページです。

譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は花正金岩越

　議案第１号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　挙手全員です。

　よって、議案第１号は承認されました。

地内の田及び畑の資材置場への転用で、所有権移転となっております。

議 長

　ご質問もないようですので採決に移ります。

ついて」を議題とします。事務局から説明させます。

議 長 　日程第４　議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に

　議案第１号につきまして、私と事務局にて申請のあった農地について

現地確認を行いましたが、転用に関して問題はありませんでした。

　只今、事務局から説明・報告がありました、議案第１号について、何

おります。本申請はすでに現地が転用済みのため、土地所有者の始末書

　一般基準も満たしており、立地基準においては、住宅等が連たんして

いる区域に近接する区域の農地で、農地区分は第２種農地に区分されま

　周辺の他の土地を利用することが困難なため、転用の許可が見込めま

事務局 　２番につきまして説明いたします。

　参考資料は４～６ページをご覧ください。

譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町遠島

宮東地内の田で、駐車場への転用となっております。

す。

す。

　こちらにつきましては、４月２７日に海部農林水産事務所と現地確認

をさせていただいております。

　また、４月２３日には三輪委員と現地確認をさせていただいておりま

す。

かご質問等はございますか。



　よって、議案第２号は承認されました。

議 長 　日程第５　議案第３号「現況証明願について」を議題とします。

　事務局から説明させます。

をさせていただいております。

　また、４月２３日には三輪委員と現地確認をさせていただいておりま

　議案第２号につきまして、私と事務局にて申請のあった農地について

現地確認を行いましたが、転用に関して問題はありませんでした。

　只今、事務局から説明・報告がありました、議案第２号について、何

かご質問等はございますか。

議 長

１０００ｍ以内及び住宅割合が４０％を超える区域内の農地で、農地区

分は第２種農地に区分されます。周辺の他の土地を利用することが困難

　挙手全員です。

内及び住宅割合が４０％を超える区域内の農地で、農地区分は第２種農

　参考資料は１０～１２ページをご覧ください。

事務局 　譲受人は北名古屋市で塗装業を営んでおります。

　議案第２号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　一般基準も満たしており、立地基準においては、駅から１０００ｍ以

地に区分されます。周辺の他の土地を利用することが困難なため、転用

　ご質問もないようですので採決に移ります。

の許可が見込めます。

　２番につきまして説明いたします。

　一般基準も満たしており、立地基準においては、市役所（支所）から

　事業所の移転により、資材置場を建設するものとなっております。

譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町桂宮

前地内の田で、駐車場への転用で、所有権移転となっております。

　申請者は申請地東側で就業労働継続支援B型施設及び喫茶店を建築し、

当該施設を利用するための駐車場を確保するための転用となっておりま

　こちらにつきましては、４月２７日に海部農林水産事務所と現地確認

す。

なため、転用の許可が見込めます。

す。



定について」を議題とします。事務局から説明させます。

事務局 　（　説　明　）

　議案第４号につきまして説明いたします。

　議案第４号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　挙手全員です。

　議案第４号は承認されました。

　ご質問もないようですので採決に移ります。

　議案第３号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　挙手全員です。

　よって議案第３号は承認されました。

　議案の５ページをご覧ください。

　農地所有者につきましては、１名、貸付地は１筆、借受者は１名とな

っております。

　どうぞよろしくお願いいたします。

議 長 　只今、事務局から説明、報告がありました議案第４号について、何か

ご質問等はございますか。

　ご質問もないようですので採決に移ります。

議 長 　日程第６　議案第４号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設

で、２０年以上前に建築し、現在も居宅の一部として使用しているため、

証明が見込めます。提出された書類には国土地理院発行の航空写真があ

り、２０年以上前に建設していたことが確認出来ております。

議 長 　只今、事務局から説明、報告がありました議案第３号について、何か

ご質問等はございますか。

　どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 　（　説　明　）

　議案第３号につきまして説明いたします。

　議案第４ページをご覧ください、参考資料は１３～１５ページです。

申請者は、議案のとおりとなっており、申請地は丹波中屋敷地内の畑



議 長

委員会が定める別段の面積（下限面積）について」を議題とします。

事務局 　（　説　明　）

議 長 　日程第７　議案第５号「農地中間管理事業における農用地利用配分計

画案作成者の追加について」を議題とします。事務局から説明させます。

事務局 　（　説　明　）

　議案第５号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　挙手全員です。

　よって議案第５号は承認されました。

　ご質問もないようですので採決に移ります。

議 長 　只今、事務局から説明、報告がありました議案第５号について、何か

ご質問等はございますか。

　議案第５号「農地中間管理事業における農用地利用配分計画案作成者

の追加について」を説明いたします。議案の６ページをご覧ください。

現在、農地中間管理事業で利用権を設定する場合、地権者から農地に利

用権を設定したい申請を元に、耕作者を決定する農用地利用配分計画案

をあま市で作成をしておりました。

　この度、「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され、農用

地利用配分計画案の作成者を、法律に適合する団体でかつ農業委員会が

認める場合は追加することができる条文が新しく追加されました。

　申請のあった追加する作成者である海部東農業協同組合は、中間管理

　日程第８　議案第６号「農地法第３条第２項第５号の規定による農業

事業の前身である農地利用集積円滑化団体でもあり、現在も農地中間管

理事業の推進に努め、農地集積と集約化を図っているため法律の基準に

　このことから、「農地中間管理事業における農用地利用配分計画案作

成者の追加」は、海部東農業協同組合を追加したいと思いますので、協

議のほど、よろしくお願いいたします。

事務局から説明させます。

　議案第６号「農地法第３条第２項第５号の規定による農業委員会が定

める別段の面積（下限面積）について」を説明いたします。議案の７ペ

適合します。

ージをご覧ください。



　ご質問もないようですので採決に移ります。

　議案第６号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　挙手全員です。

　よって議案第６号は承認されました。

議 長 　只今、事務局から説明、報告がありました議案第６号について、何

かご質問等はございますか。

　農地の権利移動許可の要件となっている下限面積の規定については、

都府県は５０ａ、北海道は２haとなっておりますが、農業委員会がそ

の地域の実情をふまえて「別段の面積」を定め、これを公示したとき

は、その面積を下限面積とすることができます。

　あま市及び合併前の３町においても、下限面積を３０ａと定め、現

在にいたっております。

下限面積を定めようとする場合、設定区域内において、その定めよう

とする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供して

いる者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又

は養畜の事業に供している者の総数のおおむね４割を超えるように算

定されなければなりませんが、あま市において３０ａ以下の農地を耕

　このことから、「農地法第３条第２項第５号の規定による農業委員

会が定める別段の面積（下限面積）について」は、あま市全域におい

て引き続き３０ａに設定したいと思いますので、協議のほど、よろし

事務局

明いたします。議案の８～１０ページをご覧ください。

　議案第７号「農地法第１８条の規定による許可申請について」を説

作している農家は４割を超えております。

くお願いいたします。

賃借人・賃貸人は、議案のとおりとなっており、申請地は甚目寺郷

前地内の田と畑で、賃貸借解除の申請となっております。

　申請人から提出された資料及びヒアリング、賃借人のヒアリングな

どを基に、愛知県農業振興課と協議をし、次いであま市顧問弁護士と

議 長 　日程第９　議案第７号「農地法第１８条の規定による許可申請につ

いて」を議題とします。

　事務局から説明させます。

事務局 　（　説　明　）



 

　挙手全員です。

議 長 　よって議案第７号は承認されました。

議 長 　只今、事務局から説明、報告がありました議案第７号について、何

かご質問等はございますか。

　ご質問もないようですので採決に移ります。

　議案第７号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。

　（　報　告　）事 務 局

通知について」、報告第４号「農地改良届について」を事務局から一

る届出について」、報告第３号「農地法第１８条第６項の規定による

　日程第１０　報告第１号「農地法第４条第１項第８号の規定による

届出について」、報告第２号「農地法第５条第１項第７号の規定によ

議 長

終　了　

　以上で本日の議事はすべて終了いたしました。

　長時間にわたりご苦労様でした。

　次回の農業委員会でございますが、５月２８日（木）午前１０時

　最後にその他ということで、事務局からお願いします。

からの予定ですが、議案の数によって調整させていただきます。

　よろしくお願いいたします。

　（　異議なしの声あり　）

　異議なしと認めます。

　よって閉会したいと思います。

　以上で本会の会議に付議された事件は、すべて議了いたしました。

議 長

　ご質問もないようですので、質疑を終了します。

　これにご異議ございませんか。

ついて、何かご質問・ご意見等はございませんか。

　只今、事務局から報告がありました、報告第１号から報告第４号に議 長

括報告願います。

事務局

ど、よろしくお願いいたします。

打合わせをした結果、農地の賃貸借の解除の要件となる農地法第１８

条第２項の各号に該当しないため不許可が見込めますので、協議のほ



　　会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。

三輪　光雄

菱田　茂

加藤　勝

議 長

署 名 委 員

署 名 委 員


